
 

〔学部留学生〕 

 

令和 7年度 授業料免除申請要領 

長 崎 大 学 

経済的な理由等により授業料の納付が困難な学生を対象として，毎年度前期（前後期一括）・後期に

分けて授業料免除申請を行います。免除を希望する方は，この要領を熟読のうえ，提出書類を漏れなく

揃えて申請してください。申請者の中から選考のうえ，予算額の範囲内で免除者を決定します。免除の

額は当該期の授業料の全額又は一部免除となります。 

なお，毎回予算額を上回る申請があるため，申請したからといって必ずしも免除になるとは限りませ

ん。免除にならなかった場合の方策を，必ず考えておくようにしてください。 

 

１  申 請 資 格 

学部生 

(1)～(3)のいずれかにより，授業料の納付が著しく困難と認められる者 

(1) 経済的に授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる者 

(2) 申請前６月以内又は納付期限内に学資負担者が死亡した者 

(3) 申請前６月以内又は納付期限内に本人若しくは学資負担者が災害を受けた者 

※申請前６月以内とは前期分にあっては前年１０月１日～３月３１日，後期分にあっ

ては本年４月１日～９月３０日をいう。 

※科目等履修生，研究生，国費留学生，外国政府派遣留学生等を除く。 

ただし，次の１～３に該当する者は免除の対象となりません。 

１  特別の理由なく同一の学年に留まっている者 

２  特別の理由なく最短修業年限を超えている者 

３  既に当該年度分又は当該期分の授業料（入学料）を納付した者 

（注意事項） 納付済みの入学料や授業料については原則として返還できません。 

「母子・父子家庭」や「家族が障がい者」等の理由のみでは免除の対象となりません。 

 

２  申請予約期間・申請期間 及び 提出先 

 

区分 予約期間・提出期間等 提出先 

前 

期 

予約・提出期間 ： 終了 

 

長崎大学 HPより 

ダウンロード 

↓ 

学生支援センター内 

経済支援コーナーへ 

提出 

 

※土・日・祝日を除く 

9：00～12：00  

14：00～16：00 

後 

期 

1. 予約期間：令和 7年 8月 25 日 (月)～ 9 月 5日(金)  

 

2. 提出期間：令和 7年 9月 8日（月）～10月 3日（金） 

 

※授業料免除申請には必ず事前の予約が必要です。 

※ 申請資格(2)，(3)が納付期限内（前期：4月 1日～30日，後期：10月 1日～31日）に生じた場合      

は，上記受付期間後でも申請を受け付けることがあります。 

※ 受付期間内に申請することができない場合は，事前に学生支援センター窓口へご相談ください。

この場合，受付期間前に申請していただくこととなります。受付期間後の申請はいかなる理由があ

っても認められません。 



 授業料免除における前後期一括申請の導入について 
 
 令和元年度分より授業料免除における「前後期一括申請」を導入しました。 
この申請は，年間を通じて家計状況に変更がない場合，前期に提出頂いた書類で後期分の審査も行

うというもので，今まで前期及び後期に行っていた申請を一度で済ませることができます。 
 ただし、引き続き後期審査を受けるにあたって、前期結果発表後に以下の書類の提出が必要です。 
・最新版の所得・課税証明書   
・前期申請時から「家計状況」に変更がないか確認させていただくための書類 
 これらの書類の提出がない場合は、前期に一括申請をしていても、後期分の審査対象外となりま

すので注意してください。提出の時期については、前期結果発表後、別途案内をします。 
 
※なお、審査は前期・後期それぞれで行いますので，前期の結果と後期の結果が必ずしも同じだと

は限りません。 
 
【注意】以下に該当する方は一括申請ではなく前期のみの申請となります。 

・ 年度途中（前期までに）に卒業・修了予定の者 
・ 後期（10 月～3 月までの 6 ヶ月間）休学予定の者 

 
【注意】以下に該当する方は一括申請ではなく，後期のみの申請をする必要があります。 

・ 秋季入学の新入生 
（※入学年度の免除については，後期分のみの免除申請をしてください。 
なお，翌年度の前期分からは一括申請可能です） 

 
 



授業料免除等申請における注意事項等 

 

１  選考結果の発表 

免除選考結果は，NU‐Web 上に掲示します。電話等での問合せには応じません。 

 

前  期  分 後  期  分 

令和 7年 8月 1日（予定） 令和 8年１月 9日（予定） 

 

２  免除申請に必要な書類 

「授業料免除等申請時に必要な提出書類等」をご覧のうえ，必要な書類を揃えてください。 

また，各提出書類の記入要領及び注意事項を参照のうえ記入願います。 

 

３  注意事項 

（１）提出期限を過ぎてからの申請は，如何なる理由があろうとも受け付けないので提出期限を厳守 

してください。 

（２）書類の不備，記入もれ，記載内容が事実と相違する場合や所定欄に的確な記入のないものは，

判定材料を欠くものとして受理しないことがあります。 

      また，不備・不足がある場合は，選考から除外しますので，漏れなく取り揃えて申請してください。 

（３）「申請者」はあなた自身（＝学生本人）です。 

提出された申請書類をもとに審査をします。従って，その内容を確認するために家族状況などの 

事情について詳細にお尋ねしたり，追加して書類の提出を求めたりすることがありますので， 

応えられるようにしておいてください。 

  以上のことから，受付にあたっては原則として代理による申請は認めません。 

申請者本人が申請書類を持参してください。 

（４）次に該当する場合は，申し出てください。 

①  申請書提出後，記載内容に変更が生じた場合。 

②  申請書提出後，休学もしくは退学をする場合。 

（５）提出した書類は返却しません。次回申請等で必要な書類は必ずコピーを行ってください。 

（６）申請する書類にＡ４サイズ未満の書類がある場合は，Ａ４サイズの白紙（レポート用紙等）に 

必ず貼り付け，学生番号及び氏名を記入し，申請してください。 

（７）日本語以外の証明書等には日本語訳を添付してください。 

（８）申請内容に虚偽が判明した場合は，免除決定後であっても許可を取り消すことがあります。 

（９）免除申請書を提出した者は，免除の許可又は不許可の決定があるまで授業料を納付しないでください。

（授業料納付を口座振替にしている場合，免除結果の決定があるまで口座振替は行われません。） 

（10）例年，申請期間締切日に近づくにつれ，非常に混雑しておりますので，ゆとりある申請を 

心がけてください。 

（11）申請書類とチェックリストは一緒に提出してください。 

 

４  本件に関する連絡先 

〒  ８５２－８５２１  長崎市文教町１番１４号 

長崎大学 学生支援部 学生支援課（長崎大学学生支援センター内 経済支援コーナー） 

℡ ０９５（８１９）２１０５ 

 



  下記書類のうち申請者本人及び同一生計の家族が該当する書類を次に留意のうえ，全て揃えて申請をしてください。
  ①  免除申請書・家庭調書，住民票，所得課税証明書，在学証明書，及び免除等申請のため特別に作成又は発行された証明書等のコピーによる提出は不可です。
    その他，源泉徴収票等については，前期及び後期の申請時に必要となるため，コピーを提出してください。
  ②  申請書類は，記入要領及び記入上の注意事項を参照のうえ，作成してください。
  ③  添付する各種証明書は，発行されてから免除基準日（前期にあっては４月１日，後期にあっては１０月１日）以前３カ月以内のものに限ります。

    ① 授業料免除等申請チェックリスト
    ② 入学料・授業料免除等申請書・家庭調書　　　　　　　　　　
    ③  同一生計者全員の住民票　(※同一生計…所得税法上で申告している扶養親族とします)

    ④  同一生計者１６歳以上の所得・課税証明書(就学者を除く※)
           同一生計の家族に○印を行い，対象者欄へ記載し提出書類を収集してください。

    ⑤  本人の収入状況申立書
    ⑥  奨学金受給状況申立書

（２）その他必要な書類（申請者本人及び同一生計の家族が該当する場合）         

確    認    事    項 対象者 必    要    書    類    等 依頼先・発行機関

  給与とは，給料，賃金，賞与，役員報酬，専従者給与等を ○ 前年の源泉徴収票又は前年（１月～１２月）分給与支給証明書  勤務先又は保管中のもの
いいます。
  下記に該当する場合は右記書類も提出してください。

○ ２０２４年分確定申告書（第１表・第２表）の控え及び付属書類・
   納税証明書（その２）を添付してください。

○ 会社の事業年度分の法人税確定申告書の控  所轄税務署，役所の税務課

      勘定科目内訳明細書のうち同族会社の判定に関する明細書，役員 又は保管中のもの

    報酬手当等及び人件費の内訳書，損益計算書を添付してください。
      役員就任年月を確認してください。

給
 
 
与
 
 
収
 
 
入

授業料免除等申請時に必要な提出書類等

（１）申請者全員が提出すべき書類    

           本人，父，母，兄，姉，弟，妹，祖父，祖母，その他（               ）

    ①  所得に関する証明書（所得証明書以外）
区分

  　 　 ※個人番号（マイナンバー）の記載のないもの

○ 同族会社役員の場合

○ ２０２４年１月以降に転職又は就職した者
（パートを含む）

○ 休職中の者

○ 出稼ぎによる収入がある場合(６月以上の継続就労)

○ 給与支給（見込）証明書，休職証明書

○ 前年の源泉徴収票又は給与支給証明書等  勤務先

○ 採用が決まっている就職予定者
　　　就職に伴い別居・独立して生計を営む場合は
　　　提出の必要はありません。

所轄税務署，役所の税務課

 勤務先

 勤務先又は保管中のもの

 勤務予定先
○ 給与支払（見込）証明書（本学様式⑰-2）
又は就職先の募集要項。（雇用条件が明記のもの。）

○ 前年の源泉徴収票，並びに給与支払（見込）証明書（本学様式⑰-2)

保管中のものは，コピーを提出してください。

独立生計者，留学生は

必ず提出してください。

①～④の書類は，必ず提出してください。



確    認    事    項 対象者 必    要    書    類    等 依頼先・発行機関

  給与所得以外とは，農林水産業，工業，外交員報酬等   「確定申告書の取り扱いについて」も参考としてください。
をいいます。

○ 該当する下記の書類等を提出してください。  保管中のもの，
      班長手当等の給与支払報告書（個人別明細書），水田農業経営確立 又は農業協同組合，
    対策補償金支払証明書（稲作（大豆）経営安定対策費・米緊急需要調 市区町村役所等
    整助成金・米緊急拡大追加助成金等），とも補償金交付確定通知書，

    転作奨励金交付証明書等，緊急生産調整推進対策事業助成金交付通知書  他

 

○ 会社組織の場合 ○ 直近の事業年度分の事業所税確定申告書  保管中のもの
      勘定科目内訳明細書のうち同族会社の判定に関する明細書，
    役員報酬手当等及び人件費の内訳書，損益計算書を添付してください。

○ 事業所得収支明細書  保管中のもの

 保管中のもの

 勤務先

区分

事
業
所
得
者

給
 
与
 
所
 
得
 
以
 
外
 
の
 
所
 
得

共
 
 
通

農
業
所
得
者

○ 該当者全員が提出

○ 確定申告等をしている者

○ 確定申告をしていない者

○ 農業に係る公的給付金等がある場合

○ 少額所得者で確定申告等を免除され，
或いはしていない者

○ 申請者の世帯の年間収支説明書

○ ２０２５年度市区町村県民税・国民健康保険税申告書の控

○ 保険代理店，外交員報酬の支払調書

○ 個人事業の開廃業等届出書，給与支払事務所等の廃止届出書等
○ 解散の確定申告書及び付属書類，異動届出書等

○ ２０２４年分確定申告書（第１表・第２表）の控及び付属書類

○ ２０２４年分確定申告書（第１表・第２表）の控
及び付属書類（青色申告決算書又は収支内訳書）

○ 出稼ぎによる収入がある場合
・短期間（６月未満）の継続就労で得た収入

○ 給与支給証明書等
  ・「給与以外の所得」の欄に収入金額を記入してください。

○ 保険外交員等の職業によって報酬等を受けている者

○ 個人事業の開業・移転・廃止をした者
（会社組織を解散し，個人事業に転換した場合等）

○ みなし法人承認の事業者

 所轄税務署，役所の税務課
　又は保管中のもの

 保管中のもの

 保険会社等業務受託会社

 事業主



確    認    事    項 対象者 必    要    書    類    等 依頼先・発行機関

  臨時（一時）所得とは，退職金，保険給付金，資産等譲渡所得等をいいます。

    申請前６月以内（新入生の場合は入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前１年以内）に臨時（一時）所得がある者    
      前期申請時：前年１０月１日～３月３１日（新入生の場合は，前年４月１日～３月３１日）
      後期申請時：本年４月１日～９月３０日：（秋季入学者の場合は，前年１０月１日～９月３０日）

○ 退職金の支給を受けている者 ○ 退職金源泉徴収票又は退職証明書等（退職日，退職金支給額，支給日  元勤務先又は保管中のもの
  が明記されているもの。），並びに前年の源泉徴収票及び確定申告をし
  た場合は，確定申告書控。  
  ※  退職金の支給を受けていない場合は，退職証明書，退職金無支給証  元勤務先
    明書等の退職日，退職金無支給が明記されているもの，並びに前年の
    源泉徴収票を提出してください。

  年金には次のとおりいろいろな種類があります。
    公的年金(老齢福祉，障害基礎，遺族，母子，寡婦，障害者等)，恩給，農業者年金，漁業者年金，個人年金，企業年金，その他の年金

○ 受給者全員  保管中のもの

○ 傷病手当金受給者 ○ 傷病手当金の受給を証する書類  保管中のもの

○ 内職，親類・知人等からの援助等

○ 前年の源泉徴収票又は報酬の支払調書

そ
の
他
の
所
得

年
金

区分

臨
時
（

一
時
）

所
得

 市区町村

 保管中のもの

 保管中のもの

○ 再就職手当受給者 ○ 再就職手当受給を証するもの

○ 資産譲渡，株式譲渡又は山林所得があった者

○ 各種年金の前年分源泉徴収票　又は
年の途中受給者については直近の支払（改定）通知書等

○ 労働者災害補償保険の療養，休業補償受給者 ○ 労働者災害補償保険療養（休業）給付等支給決定通知書

○ 労働者災害補償保険の給付を受けている者 ○ 労災保険年金，特別年金又は傷病差額特別年金の支給決定通知書

○ 本人の申立書
　（その収入から必要経費を控除した金額を「給与以外の所得」欄に
　　記入してください。）

○ 生活保護受給証明書
　「公費負担者番号」・「受給者番号」の記載がある場合は、必ずマジック等で塗り
つぶしてから提出してください。

○ 市区町村の自治会役員に就任し報酬を受けている者
又は民生児童委員などを委嘱されている者

 保管中のもの
 （労働基準監督署）

 保管中のもの
 （労働基準監督署）

○ 児童手当受給者 ○ 児童手当支払通知書

 保険会社○ 保険金支払通知書若しくは保険金支払（予定）証明書

○ 確定申告書の控，売買契約書及び譲渡所得の内訳書（計算明細書）

○ 保険金，生命保険満期返戻金などを受領した者

○ 生活保護受給者
 市区町村役所，福祉事務所
 保管中のもの

 市区町村役所



確    認    事    項 対象者 必    要    書    類    等 依頼先・発行機関

○ 該当者全員が提出 ○ 無職の申立書  保管中のもの
    就学者以外の兄弟姉妹で無職の者（家事手伝い等，     ※  無職であることがわかる書類がある場合は，併せて提出してください 在学学校（予備校等）
  就労可能で無職・無収入者（１８歳以上の者）），及 上記書類がない場合は，
  び浪人生，予備校生，職業訓練校生，各種学校生，専 　　　(４)無職の証明書欄を同一生計以外の第三者記入のうえ，  第三者による証明
  修学校の一般課程生等も含む。 提出してください。
    下記に該当する場合は，当該書類も提出してください。 高齢者で年金受給者は不要。

  「就学者」とは，申請者本人以外の者で小学校以上に   中学生以下の者は，在学を証明する書類の提出は必要ありません。
在学している者をいいます。

 在学学校

 在学（出身）学校

 在学学校

○ 在学証明及び前年度授業料免除状況証明書
　　兄弟姉妹，配偶者，子等が国立の大学等に在学している場合，
　　提出してください。（新1年生も必要）

○ 学生証

○ 就学者の証明書又は在学証明書… 入学後提出してください。

・自営業等を廃業した者

・雇用保険の支給を受けている者(受ける予定のとき)

○ 兄弟姉妹が高等学校以上に在学している場合

○ 兄弟等が国立の大学に在学している場合
（独立行政法人の学校を含む）

○ 就学者の証明書又は在学証明書
　　※前期申請時は本年４月１日以降，後期申請時は本年１０月１日以降に
      証明されたものを提出してください。

○ 申請時に進学予定の者がいる場合

○ 放送大学の全科目履修生又は特修生の者  保管中のもの

　②  控除に関する書類

  ・破産債権届出書

  ・廃業届

  ・雇用保険受給資格者証又は失業保険金給付額明細書

 保管中のもの

 法務局，税務署等

 保管中のもの

①～④の書類は，必ず提出してください。

就
 
学
 
者
 
の
 
い
 
る
 
世
 
帯

区分

無
職
の
者

・会社の事業整理
又は会社の倒産（廃業）により解雇された者
並びに早期退職の者

・給与，退職金等の債権保全手続きをした者



確    認    事    項 対象者 必    要    書    類    等 依頼先・発行機関

  「母子・父子世帯」とは，世帯の構成が次に該当する場合をいいます。
    ⑴  母（又は配偶者のいない子女。以下同じ。）と１８歳未満の子女の世帯
          １８歳以上の就学者，１８歳以上の兄弟姉妹で長期療養，心身障害のため経済力のない者も１８歳未満の子女として扱う。以下同じ。 市区町村役所

    ⑵  母及び１８歳未満の子女及び６０歳以上で経済力のない祖父母の世帯（祖父又は祖母のみの場合も含む。以下同じ。）
    ⑶  １８歳未満の子女の世帯
    ⑷  祖父母と１８歳未満の子女の世帯
    ⑸  配偶者のいない兄姉と１８歳未満の子女の世帯（兄又は姉のみの場合も含む。以下同じ。）
    ⑹  配偶者のいない兄姉と１８歳未満の子女及び６０歳以上で経済力のない祖父母の世帯
  ※  別居独立している兄弟姉妹及び生計を一にしていない別居の祖父母は，世帯人員から除くこと。
  ※  「父子世帯」の場合は，「母」を「父」に読み替えるものとする。

  下記の一に該当する場合等をいいます。
    ⑴  身体障害者福祉法第１５条第４項の規程により交付を受けた身体障害者手帳に身体障害がある人として記載されている者又はこれ
      に準ずる者
    ⑵  公害疾病の認定を受けた者で，かつ当該公害により身体上に障害のある者
    ⑶  心神喪失の常況にある者若しくは知的障害と判定された者
    ⑷  常に就床を要し複雑な介護を要する者

区分

母
子
（

父
子
）

世
帯
で
あ
る
場
合

身
体
等
に
障
害
の
あ
る
方
が
い
る
世
帯

○ 障害の程度を確認できる書類

○ 特別障害者手当を受給している場合

○ 市区町村等から福祉手当金の支給を受けた場合

○ 介護保険加入者

○ 原爆被爆者（障害を有する場合のみ対象）

○ 該当者は提出

○ 特別障害者手当交付通知書

○ 重度心身障害者見舞金支給通知書等

○ 介護保険被保険者証

○ 健康管理手当証書

 市区町村役所

 保管中のもの

 市区町村役所

 保管中のもの

 保管中のもの

 保管中のもの

○ 母子・寡婦福祉資金の貸付を受けている場合 ○ 母子・寡婦福祉資金貸付決定通知書

○ 母子・父子世帯の申立書

○ 児童扶養手当等受給者
○ 児童扶養手当証書又は児童扶養手当額改定通知書。
　又，児童扶養手当が支給停止となった場合は，
　児童扶養手当支給停止通知書を提出してください。

○ 身体障害者手帳（年金）又は療育手帳（手当）



確    認    事    項 対象者 必    要    書    類    等 依頼先・発行機関

  長期療養者とは下記の一に該当する場合をいいます。
    ⑴  申請時現在６月以上継続して療養中の者
    ⑵  ６月以上療養を必要とすることが医師の証明書等で明らかである者
  療養のため特別に支出している金額とは下記のものをいいます。
    ⑴  医師又は歯科医師に対し支払う診療費（治療費）で医療保険適用のもの。
    ⑵  病院，診療所へ入院するために支出する費用で医療保険適用のもの（入院患者の食費は除く。）など。

確    認    事    項 対象者 必    要    書    類    等 依頼先・発行機関

    前期申請時：前年１０月１日以降（新入生の場合は前年４月１日以降）
    後期申請時：本年４月１日以降（秋季入学者の場合は前年１０月１日以降）

○ 学資負担者が死亡した場合 ○ 死亡診断書(コピー可)と，埋葬許可書(コピー可)又は戸籍謄本  医師，市区町村役所
○ 前年の源泉徴収票又は確定申告書控等生前の所得を証明するもの。  勤務先
○ 退職金（退職一時金）支払証明書，生命保険支払（予定）証明書，  関係機関
  遺族年金等支払（見込）に関する証明書

○ 被害状況届出書，被災（罹災）証明書，保険金等支払（見込）証明書・  消防機関, 市区町村役所，
  明細書，前年の確定申告書の控，家屋等の賃貸借契約書，家屋等の見積書，  保険会社，所轄税務署
  家屋課税台帳登録証明書，災害を報じた新聞記事等

○ 雑損控除を受ける場合は，雑損控除申告書  市区町村役所

 ③  特別な事情に該当する場合の証明書等

○ 被爆者援護法等による各種手当を受給している場合

○ 介護保険受給者

区分

長
期
療
養
を
要
す
る
方
が
い
る
世
帯

区分

災
害
被
災

  本人若しくは学資負担者が風水害等により日常生活を営
むために必要な資材あるいは生活手段（田・畑・店舗等）
に被害を受けた場合で，将来長期（概ね２年以上）にわ
たって困窮状態（支出の増又は収入の減）が見込まれると
き。（単に被害額や復旧額を控除するものではありませ
ん。）

特
別
な
事
情

学
資
負
担
者
の
死
亡

発
生
時
期

 保管中のもの

 保管中のもの

○ 受給内容が判る書類

○ 特定疾病医療受療証

○ 医療費公費負担患者票，福祉医療費受給者証等

○ 要介護認定，要支援認定結果通知書，領収証書，介護保険受給証

○ 健康管理手当証書等支給内容を証明する書類
　健康管理手当・医療特別手当・特別手当・保健手当・介護手当等

○ 確定申告による医療費還付請求書（税務署等の受付印等のあるもの）  所轄税務署

 保管中のもの

 保管中のもの

○ 長期療養者がいる場合

○ 患者負担限度額の適用がある者

○ 生命保険，損害保険等から保険金が支払われた場合

○ 医療費控除の確定申告を行った場合

○ 特定疾病により療養中の者

○ 公費負担を受けている者

○ 長期療養証明書，長期療養申立書

○ 限度額適用・標準負担額減額認定証

 医療機関

 保管中のもの

 保険会社



 ④  その他

確    認    事    項 対象者 必    要    書    類    等 依頼先・発行機関

○ 主たる家計支持者が勤務の都合で別居（単身赴任） ○ 主たる家計支持者の別居に伴う支出状況報告書及び下記の書類  勤務先
  の場合で，その者が別居のために特別に支出している       単身赴任である旨の証明書（人事異動通知書）等，  市区町村役所
  金額（住居費，光熱水料）をいう。     赴任先の世帯全員の住民票，別居者の家賃・光熱水料の領収書，  保管中のもの

    預金通帳，単身赴任手当受給の有無確認できる書類  勤務先

  大学院の研究科に在学する者及び学部学生で社会人特別選抜により入学した者等で，下記の要件の全てを満たす者
    ⑴  所得税及び健康保険上で，父母等の扶養親族でない者
    ⑵  父母等と別居している者
    ⑶  本人（配偶者があるときは，配偶者を含む。）に収入があり，その収入について所得申告がなされ，所得証明書が発行される者

  　具体的には，特別の事情により家庭（両親又は家族）と絶縁状態にある者，結婚によって本人又は配偶者の収入のみで生計を立てている者をいい，

単に「結婚している者」又は「一人暮らしをしている者」という意味ではないことにご留意願います。

  家庭調書には，父母を記入すること。

○ 申立者全員が提出 ○ 独立生計申立書

○ 父母等の所得を証明するもの ○ 本人及び父母等の所得・課税証明書  市区町村役所

 保管中のもの

○ 世帯の状況を確認できる書類 ○ 本人及び父母の世帯全員の住民票  市区町村役所

○ 父母の扶養親族でないことの証明 ○ 本人及び父母等の健康保険被保険者証・マイナポータル  保管中のもの
　（医療保険の資格情報）の画面・資格確認書（コピー）のいずれか

○ 特に説明を必要とする場合 ○ 申立書参考例を参照し，作成してください。
そ
の
他

　　　父母等の所得証明書が取れない場合は，源泉徴収票又は確定申告書
　　(付属書類含む)コピー等の所得を証明することができる証明書類

区分

独
立
生
計
の
認
定
を
受
け
る
場
合

○ 給与所得がある場合

○ 確定申告をしている場合

家
計
支
持
者
が

単
身
赴
任

 保管中のもの○ 最新の確定申告書（第１表・第２表）控及び付属書類・納税証明書（その

○ 給与支払（見込）証明書（本学様式⑰-2），前年の源泉徴収票  勤務先



　⑤  私費外国人留学生（授業料免除）
説  明  等 依頼先・発行機関

○  全 員 が 提 出 す べ き 書 類  

○  通学区分は「自宅通学」としてください。
○  所得証明書は，１月１日現在に住民登録をしていた日本国内の市区町村で発  市区町村役所

      日本で同居している（同一生計）者で１６歳以上の者は   行されます。
    全員提出してください。     所得証明書が発行されない場合は，市民税・県民税課税証明書又は市県民税

  申告受理証明書を提出してください。
○  前年分源泉徴収票，給与明細書等を提出してください。  勤務先又は長崎大学

○  家族が長期滞在している場合は，家族の分も提出してください。  保管中のもの
○  アルバイト等をしている場合  保管中のもの
○  国際交流会館入居者は入居許可通知書  保管中のもの
    

○  在留資格の変更・在留期間の更新手続きをしているとき  保管中のもの

○  在留資格認定証明書を持っているとき  保管中のもの

○  最終学歴と入学までの経歴（直近1年間）について記入してください。

○  国費外国人留学生又は外国政府派遣留学生から私費外国人留学生に身分異動  長崎大学留学支援課
  した場合

○  児童手当を受給している場合  保管中のもの

  ・外国政府派遣留学生の場合  上記④，⑨，授業料・各種給付金の支給内容を証明する書類及び在学証明書
  ・私費外国人留学生の場合    上記④，⑤，⑨，前年度授業料免除状況証明書及び在学証明書

○  児童手当支払いのお知らせ（長崎市）

  ③  本人の収入状況申立書
  ④  奨学金受給状況申立書
  ⑤  (私費外国人留学生)事情聴取調書

○  配偶者が来日し，下記に該当する場合は配偶者に係る当該書類も併せて提出してください。

○  申請受理票又は申請受理証明書

○  在留資格認定証明書

○  経歴等の申立書

○  経歴等の申立書及び国費留学生証明書

  ・国費外国人留学生の場合    上記④，⑨及び国費外国人留学生証明書

  日本語以外の言語による証明書等には必ず日本語の訳文を付けてください。又，証明書は３カ月以内に発行されたものに限ります。

必    要    書    類    等

  ⑦  資格外活動許可書

  私費外国人留学生：在留資格「留学」を取得している外国人留学生。
                    国費外国人留学生，外国政府派遣留学生，県費留学生及び日韓理工系学部留学生など，
                  派遣（受入れ）機関から奨学金など費用の支給を受ける留学生，特別研究学生，特別聴講学生，研究生，科目等履修生，聴講生を除く。
  在留資格「留学」を有しない外国人学生については、下記の①～⑥を提出し,他の書類は日本人学生と同様に提出してください。

  ①  授業料免除申請書・家庭調書
  ②  所得・課税証明書

  ⑥  在留カード※両面

  ⑧  アパート等の契約書

保管中のものは，コピーを提出してください。



確定申告書の取扱について  
 

給与所得以外の所得がある方は，授業料免除を申請される際に，確定申告書

（写）を提出していただいております。  
書面申告の場合は，①申告書（控）及び，②税務署発行の「納税証明書（そ

の 2 所得金額用）」を併せて提出してください。  
 
電子申告の場合は、①申告したデータを印刷したもの及び，②データ送信後

に届く受信通知内容（写）を併せて提出してください。  
※税務署：税務署、若しくは市区町村役場の税務担当課   

 
１   提出していただく確定申告書など  
 
（１）確定申告書Ａ様式：給与所得，年金収入，配当所得，一時所得だけの方  

 
２０２４年分   確定申告書   第１表及び第２表  

 
（２）確定申告書Ｂ様式：青色申告者，自営業者，農業所得，不動産所得，  
            退職所得などがある方  
 

２０２４年分   確定申告書   第１表及び第２表，申告書の付属書類  
             （資産譲渡がある場合は第３表も提出）  

付属書類：申告される所得の区分に応じた収支内訳書  
一般用  
農業所得用  
不動産所得用  

青色申告されている場合（青色申告決算書）  
一般用  
農業所得用  
不動産所得用  
現金主義用  

 
２   会社等を経営されておられる場合  
 
（１）直近の事業年度の法人税申告書（表紙の写）  
 
（２）付属書類（勘定科目内訳明細書）のうち下記の書類  

損益計算書  
同族会社の判定に関する明細書（別表第二）  
役員報酬手当及び人件費の内訳書  

 



質問 回答

　提出期間に日本にいないため，申請できません。

　提出期間に教育実習があるため申請できません。

  初めて申請しますが，何の書類を集めれば良い
　のでしょうか。

  各家庭の状況により，申請する書類が異なってくるため，
　全てをお答えすることができません。
  個別の質問には，応じることができますが，はじめに授業
　料免除申請要領を熟読ください。

  奨学金を受給しているが，授業料（入学料）
　免除の申請を行えますか。

  奨学金を受給していても，授業料免除の申請を行えます。

  前期に前後期一括申請者により授業料免除の申請
　を行い免除になりましたが，後期も申請の必要が
　ありますか。

　前後期一括申請を利用すると後期であらたに申請する必要
　はありません。※ただし後期審査のための追加書類の提出
　は必要です。
　一括申請ができない方は，前期・後期に分けて授業料免除
　の申請をしてください。
　また，この申請は毎年度行う必要があります。

　同一生計の家族の所得・課税証明書と源泉徴収票
　は、両方必要ですか。

　給与所得があれば両方が必要です。所得・課税証明書は
　所得の種類を，源泉徴収票は所得金額を確認するのに必要
　です。
　なお，給与所得者以外の方で農業収入・自営業の方は確
　定申告書の控え及び付属書類を，年金収入の方は年金改
　定通知書等を提出してください。
　また「給与所得にかかる市民税・県民税額の決定通知書」
　では源泉徴収票にかえることはできませんのでご注意く
　ださい。

　市役所等で所得・課税証明書が発行できないと
　言われました。

　所得・課税証明書は，市・県民税の課税台帳に基づいて
　発行されるため，市役所等に市・県民税の申告書等の課税
　資料がない場合は交付されません。
　申請時現在，所得・課税証明書が得られない場合は，
　市民税課へ「市・県民税申告書」を提出し、所得・課税証
　明書の交付を受けてください。
　※「市・県民税申告書」は、申告額が０円の場合でも申告
　可能です。
　※留学生などで、その年の1月1日に住民登録がされていな
　いために発行ができない場合は個別に相談してください。

  源泉徴収票は，コピーで構いませんか。
  A4サイズにコピーまたはA4サイズの用紙に貼り付けして
　提出してください。

　高校生以上の就学者の在学証明は学生証のコピー
　でもよいですか。

　学生証のコピーでは受付できません。
  就学者の証明書又は各学校が発行する在学証明書を提出
　してください。

  専門学校生は，無職の申立書の提出が必要で
　すか。

  不要です。
  この場合，就学者の証明書を提出してください。

　親が最近仕事（アルバイト）に就きましたが，
　収入を証明する書類がありません。
　何を提出すれば良いですか。

　勤務（アルバイト）先で，給与支払（見込）証明書（本
　学様式⑰－２）の必要事項を記入してもらい提出してく
　ださい。

  奨学金の証明書は，必要ですか。

  日本学生支援機構の奨学金については，証明書を必要と
　しません。その他の奨学金については，給付の場合、決
　定通知書等の受給期間と月額等が明記された書類を必要
　とします。

　授業料（入学料）免除の許可となる基準があれば
　教えてください。

　「授業料免除申請に係る収入限度額の目安（半額免除の
　場合）」を参照ください。ただし，世帯人数等家計状況
　や成績状況・学年などによって基準は変わりますので一
　概にはいえません。また，基準内であっても，予算の都
　合上許可にならない場合があります。

  学業優秀とは，どういったことですか。
　詳細は別紙、学業成績基準を確認してください。
　※令和７年度より、学業成績基準が変更されました。

  選考をクリアした場合，免除となるのですか。
  選考をクリアしても，予算の都合上，免除とならないこ
　とがありますこと，御了承ください。

　他大学に通う兄弟・姉妹が授業料免除申請を
　します。私の在学及び授業料免除状況を証明
　してください。

　学生支援センター経済支援コーナー（文教地区）にて
　証明しますので，書類を持ってお越しください。

よくある質問

　やむを得ない事情により期間内に書類を提出できない
　場合は，事前に学生支援センター経済支援コーナー
　（文教地区）へご相談いただくことで，書類提出日などを
　お知らせします。この場合，原則として期限より前に提出
　していただくことになります。
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授業料免除申請に係る収入限度額の目安（半額免除の場合） 

（※入学料免除・徴収猶予はその年の予算や申請状況で大きく変動があるため目安はありません） 

 

例年，授業料免除申請者の中に，世帯の収入が家計基準額を超過した者が多く見受けられます。 

申請にあたっては，下記の収入限度額を目安としてください。 

ただし，この目安額は以下の条件で算定していますので，所得の種類，世帯の構成，通学形態や家庭の特

別の事情（母子・父子世帯，身体等に障害のある者，長期療養を必要とする者，家計支持者が単身赴任して

いる者）などの有無によって異なってきますので，ご留意願います。 

 

条件：収入・所得限度額  文部科学省が定めた平成１５年度「半額免除」の収入基準額を適用 

本人＝自宅通学，奨学金受給無し，アルバイト収入無し 

父＝家計支持者    母＝専業主婦 

世帯の家族構成  １名：留学生若しくは独立生計者として認定された者 

３名：本人と両親 

４名：本人，両親及び公立高校生（自宅通学） 

５名：本人，両親，公立高校生及び公立中学生（自宅通学） 

 

１  給与所得の場合（単位：千円） 

この表の金額は，源泉徴収票の支払金額で給与所得控除前の収入金額をさします。また，年金等の金額を

含むものとします。 
区分 世帯人員 学部学生 大学院生（修士） 大学院生（博士） 

自宅通学 

１名 ３,６７０ ３,８８０ ４,９００ 
３名 ５,６５０ ６,０５０ ７,５３０ 
４名 ６,４５０ ６,７８０ ８,２１０ 
５名 ６,９００ ７,２３０ ８,７８０ 

自宅外通学 

１名 ４,３００ ４,５１５ ５,５４０ 
３名 ６,２８０ ６,６４０ ７,９７０ 
４名 ６,９２０ ７,２２０ ８,６５０ 
５名 ７,３４０ ７,６７０ ９,２２０ 

 

２  給与所得以外の場合（商業，工業，林業，水産業及び農業所得等）（単位：千円） 

確定申告の売上（収入）金額から必要経費を差し引いた税込み営業利益等の所得金額をさします。 
区分 世帯人員 学部学生 大学院生（修士） 大学院生（博士） 

自宅通学 

１名 １,９５０ ２,１００ ２,８２０ 
３名 ３,３４０ ３,６２０ ４,９５０ 
４名 ３,９００ ４,２００ ５,６３０ 
５名 ４,３２０ ４,６５０ ６,２００ 

自宅外通学 

１名 ２,３９０ ２,５４０ ３,２６０ 
３名 ３,７８０ ４,０６０ ５,３９０ 
４名 ４,３４０ ４,６４０ ６,０７０ 
５名 ４,７６０ ５,０９０ ６,６４０ 

 

＜ 注意事項 ＞ 

免除の選考は，申請資格を有する者（学業優秀と認められ，経済的に授業料の納付が困難な者）に対し

て行われます。 
学業成績基準は，申請者本人が所属する学部・学科・専攻等の中で成績順位が上位２分の１以上である

こと等，収入基準は本学が定める所定の金額を世帯の収入が下回ること，この２つの基準を満たした場合

に免除が可能となります。 
ただし、条件を満たした場合であっても、予算の範囲以内で授業料免除が行われるため、必ずしも免除

されるとは限りません。 



２ 学部学生の学業成績基準 （留学生）

学部 学業成績基準
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１ 入学後 1 年を経過していない者 
次の①又は②のいずれかに該当すること

① 入学試験時に提出した独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験

の総得点が試験の平均点以上である者

② 上記を課さない学部・学科等においては，本人の所属する学部・学科等における

入学試験等の成績により学部長が学業優秀であると認めた者

２ 上記１以外の者（入学後１年以上を経過した者）

次の①と②のいずれにも該当すること

① 在学する，学部・学科等における学業成績について，GPA が上位１/２以上である

こと

※ただし，同点者が複数の場合は，該当者全員を含むものとする

② 次の a)及び b)のいずれにも該当すること

ただし，災害，傷病，その他やむを得ない事由（別紙 1 参照）により a)に該当し

ない場合には，b)に該当することで足りる

a) 修得単位数の合計数が標準単位数以上であること

b) 学生が提出する学修計画書により，学修の意欲や目的，将来の人生設計等が確認

できること

ただし，①及び②に該当する場合であっても，在学中の学業成績等が次の廃止の要件に該

当する場合には，学業成績基準不可とする。

（１）廃止の要件

次の①から④までのいずれかに該当し，そのことについて災害，傷病，その他やむを得な

い事由（別紙 2 参照）があると認められないとき 
① 修業年限で卒業できないことが確定したこと

② 修得単位数の合計数が標準単位数の６割以下であること

③ 履修科目の授業への出席率が６割以下であることその他学修意欲が著しく低い状

況にあると認められること

④ 次に示す警告の要件に連続して該当すること

（２）警告の要件 

次の①から③までのいずれかに該当し，そのことについて災害，傷病，その他やむを得

ない事由（別紙 2 参照）があると認められないとき 
① 修得単位数が標準単位数の７割以下であること（廃止の区分に該当するものを除

く）

② GPA が学部・学科等における下位１/４に属すること

※ただし，同点者が複数の場合は，該当者全員を含むものとする

③ 履修科目の授業への出席率が８割以下であることその他の学修意欲が低い状況に

あると認められること（廃止の区分に該当するものを除く）

（３）停止の要件

警告の要件に該当する学業成績に連続して該当する場合のうち、２回目の警告が（２）

②のみに該当すること。

※ GPA＝(評価 AA の単位数×4＋評価 A の単位数×3＋評価 B の単位数×2＋評価 C の

単位数×1＋評価 D(失格，欠席等を含む)の単位数×0)／前年度の履修登録単位

数

＊認定科目は含めないものとする。



＊GPA の計算は，小数点第３位以下を四捨五入する。 
＊前年度の学年の成績に基づく単年度 GPA （教養教育科目及び専門教育科目の合算）を

利用する。

※ 標準単位数＝（卒業に必要な最低修得単位数／修業年限※1）×対象者の在学年数※2

※1 長期履修（大学設置基準第 30 条の 2）が認められた学生等については，その認め

られた履修期間

※2 対象者の在学期間に休学期間が含まれる場合には，その休学期間を控除する。また，

休学期間が１年未満である場合には，その月数を 12 で除した数を控除する。 
※3 水産学部については，GPA 及び修得単位数について専門教育科目のうち自由科目

の授業科目は含めないものとする。
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１ 第３年次

  第２年次後期から中期又は長期の留学を許可された者に限り，標準単位数を４５単位

（単位認定された科目の単位を含む。）とする。

２ 第４年次

  第３年次から中期又は長期の留学を許可された者に対しては，次のとおり取り扱うも

のとする。

①３年次前期から中期の留学を許可された者は，標準単位数を８０単位（単位認定さ

れた科目の単位を含む。）とする。

②３年次前期から長期の留学を許可された者は，標準単位数を６０単位（単位認定さ

れた科目の単位を含む。）とする。

③３年次後期から中期又は長期の留学を許可された者は，標準単位数を８０単位（単

位認定された科目の単位を含む。）とする。
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